
林野関係公共事業における事業評価制度の体系図

○ 前提条件 [事業採択要件のクリア]

事
○ 費用対効果分析の実施

前

評
○ その他の定性的・定量的評価

価
事業に着手する妥当性がない

総合評価

事業に着手する妥当性がある

事 業 実 施 事業は実施しない

（原則事業採択後５年以上経過，５年ごと）

○ 再評価の内容
・ 事業の進捗状況
・ 関連公共施設等の整備状況
・ 森林・林業情勢及び社会経済情勢
・ 地元(地方公共団体等)の意向再
・ 事業コスト縮減の可能性
・ 採択時に実施した費用対効果分析の算評

定 基礎となった要因の変化
・ 代替案の可能性価

事業の中止・休止
計画の見直しが必要

総合評価

計 画 の 見 直 し計画に沿って継続する妥当性があ

る

事 業 の 継 続

事 業 の 完 了

（一定期間後）

○ 事後評価の目的
事 ・ 事業完了後の事業効果の公表による透明性の確保
後 ・ 事業完了地区のフォローアップ
評 ・ 事前評価等へのフィードバック
価

結果のフィードバック，完了地区のフォローアップ


